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(
一
一
〉

序

説

昭
和
三
九
年
秋
か
ら
、
・
翌
四
十
年
の
山
陽
特
殊
鋼
そ
の
他
の
大
型
企
業
の
粉
飾
決
算
に
よ
る
倒
産
事
件
を
き
っ
か
け
民
、
わ
が
国
の
株

式
会
社
の
監
査
制
度
の
不
備
欠
陥
が
明
る
み
に
で
た
こ
と
か
ら
、
四
一
年
秋
か
ら
株
式
会
社
の
監
査
制
度
の
拡
充
強
化
問
題
を
中
心
に
検

討
さ
れ
て
い
た
商
法
の
改
正
が
、
本
年
三
月
十
九
日
衆
議
院
本
会
議
で
の
法
案
可
決
に
よ
り
、
実
に
九
ヶ
年
近
く
の
長
き
年
月
を
経
過
し

て
、
や
っ
と
本
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

つ
ぎ
の
三
法
か
ら
な
っ
て
は
い
る
が
、
実
質
的
に
は
川
、
問
の
二
法
が
改
正
法
の
内
容
を
規
定
し
て
い
る
。

ω
「
商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
(
暗
唱
警
芳
一
一
制
)
(
以
下
、
八
改
正
商
法
〉
と
い
っ
J

ω
「
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
(
暗
唱
型
主
再
)
(
以
下
八
特
例
法
〉
と
い
う
J

同
「
商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
」
(
暗
唱
型
主
婦
)

今
回
の
商
法
の
改
正
の
要
点
に
は
積
々
あ
る
け
れ
ど
も
、
最
も
重
要
な
点
は
、
監
査
制
度
の
拡
充
強
化
で
あ
る
。
〈
改
正
商
法
〉
が
、

こ
の
商
法
の
改
正
は
、

株
式
会
社
に
お
け
る
監
査
役
の
監
査
権
限
を
、
こ
れ
ま
で
の
会
計
監
査
の
み
で
な
く
業
務
監
査
を
も
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
必
要

な
権
限
を
監
査
役
に
与
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
地
悼
の
独
立
性
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
れ
に
対
し
て
八
特
例
法
〉
は
、
そ
れ
と
は
別
に
、
資
本
金
の
額
が
五
億
円
以
上
の
株
式
会
社
、
い
わ
ゆ
る
「
大
会
社
」
に

関
す
る
特
例
と
、
資
本
金
の
額
が
一
憶
円
以
下
の
株
式
会
社
、
い
わ
ゆ
る
「
小
会
社
」
に
関
す
る
特
例
と
を
設
け
、
特
に
「
大
会
社
」
に

つ
い
て
は
、
〈
改
正
商
法
〉
に
よ
る
監
査
役
監
査
の
ほ
か
に
、
会
計
監
査
の
専
門
家
で
あ
る
会
計
監
査
人
(
公
認
会
計
士
、
ま
た
は
監
査

法
人
)
の
監
査
を
強
制
し
、
ま
た
「
小
会
社
し
に
フ
い
て
は
、
監
査
役
の
監
査
範
囲
ば
、
今
ま
で
ど
お
り
会
計
監
査
の
み
を
行
う
こ
と
と



規
定
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
今
後
の
監
査
役
の
監
査
制
度
は
、
株
式
会
社
の
資
本
金
額
(
註
)
の
規
模
に
も
と
づ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
大
会
社
、
中
会
社
、

小
会
社
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
、
監
査
役
と
し
て
の
監
査
範
囲
も
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
ハ
資
本

規
模
、
適
用
法
、
監
査
範
囲
)
を
図
表
に
し
て
示
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

(
註
)
こ
の
資
本
金
額
は
、
授
権
資
本
金
額
で
は
な
く
、
払
込
済
資
本
金
額
を
さ
す
。

小
会大 会中ぷヱミ〉

社 社 社

本資
本金資 本金資

1Ii 

一 五 一 資|
f意 億 億
円 円 円 本 i
以 以 を
下 上 超 金
dコ σコ え

株
ぷ株式~ 五 額

メ式~ 
億未満円

。〉

社 社
規|

Uコ
株式 模

会社

〈特 「特¥ 八改 適

伊j ifU 
正V 法商

用

¥法J 〉i宏 i去

会計
。"計z』st dZ計』3Z ノヱ計主ミZ

監 監監 4匪EとL 監
査 査査 査 役査
(f) 

人によ 業務と
と

み

業務臣ヒ
dコ
監

る監 査

会計 査 査 範囲

監
査

さ
て
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
旧
商
法
に
お
い
て
も
、
監
査
役
に
よ
る

監
査
報
告
書
の
作
成
・
備
置
は
要
求
さ
れ
て
い
た
が
(
旧
商
法
第
二
八
二
条
第
一
項
)
、
定
時
株
主
総
会
に
監
査
役
が
提
出
す
べ
き
監
査
報
告

書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
何
ら
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
報
告
書
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
の
が
通
常
で
あ
っ
て
、

こ
の
監
査
報
告
書
だ
け
で
は
、
株
主
等
は
監
査
役
が
い
か
な
る
監
査
範
囲
・
方
法
に
よ
り
、
こ
の
土
、
7
な
結
論
に
い
た
っ
た
か
を
知
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
報
告
書
の
記
載
事
項
が
何
ら
規
制
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
監
査
役
の
監
査
が
お
ざ
な

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
六
七
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載
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て
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り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
弊
害
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四
六
八

し
か
し
、
今
回
の
商
法
改
正
で
は
、
監
査
役
監
査
が
適
正
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
し
、
株
主
等
が
監
査
役
が
行
な
っ
た
監
査
の
範

囲
・
方
法
お
よ
び
結
果
に
つ
い
て
熟
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
を
法
定
し
た
こ
と

は
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
(
ニ
)
に
お
い
て
、
旧
商
法
時
代
の
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ
、
つ
ぎ
に

(
一
ニ
)
で
〈
改
正
商
法
〉
の
適
用
を
う
け
る
「
中
会
社
」
の
監
査
報
告
書
の
法
定
記
載
事
項
を
詳
細
に
解
説
し
、
最
後
に
(
四
)
で
〈
特

例
法
〉
の
適
用
を
、
つ
け
る
「
大
会
社
」
、
「
小
会
社
」
に
お
け
る
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
簡
単
に
説
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
法
定
記
載
事
項
に
つ
い
て
も
種
々
の
疑
問
点
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
ま
っ
た
く
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

(
一
一
)

旧
商
法
に
よ
る
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項

従
来
、
監
査
役
の
叫
監
査
報
告
書
は
、
株
主
等
に
配
付
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
『
営
業
報
告
書
』
と
い
う
「
パ
ッ
プ
レ
ッ
ト
し
の
な
か
に
、
貸

借
対
照
表
や
損
益
計
算
書
の
よ
う
に
特
別
の
名
称
も
付
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
の
末
尾
の
部
分
に
、
監
査
役
と
し
て
の
監
査
報
告
文

言
が
簡
単
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

〔
営
業
報
告
書
〕

営
業
報
告
書
と
い
う
名
称
は
、

一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
広
狭
の
二
義
が
あ
る
。

(イ)

狭
義
の
営
業
報
告
書



こ
れ
は
、
商
法
規
定
上
の
営
業
報
告
書
で
あ
り
、
〈
改
正
商
法
〉
第
二
八
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
営
業
報
告
書
を
さ
す
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
記
載
方
法
、
そ
の
他
様
式
に
つ
い
て
は
特
別
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
し
で
こ
れ
に
は
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
な
ど
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

(吋

広
義
の
営
業
報
告
書

」
れ
は
、

一
般
の
会
社
が
、
定
時
株
主
総
会
な
ど
に
提
出
さ
れ
、
株
主
等
に
配
付
さ
れ
る
こ
と
が
慣
行
に
な
っ
て
い
る
営
業
報
告
書
を

さ
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
商
法
上
何
ら
の
規
定
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
任
意
の
書
類
で
あ
る
。
い
わ
ば
会
社
の

P
R
用
に
用
い
ら
れ
る
営

業
報
告
書
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
営
業
報
告
書
」
と
い
う
同
じ
名
称
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
内
容
が
異
な
る
の
で
、
別
名
を
用
い
た
方
が
よ
い
と
も
い
わ

れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
は
、
横
田
教
授
は
、
狭
義
の
も
の
を
「
営
業
報
告
書
」
と
い
い
、
広
義
の
も
の
は
「
営
業
報
告
」
と
し
て
区
別

し

(
横
田
正
雄
稿
、

「
新
し
い
営
業
報
告
書
の
様
式
と
内
容
」
商
事
法
務
、
六
三
五
号
〉

ま
た
、
全
国
株
懇
連
合
会
は
、
狭
義
の
も
の
を
「
営

業
報
告
書
」
と
い
い
、
広
義
の
も
の
を
「
事
業
報
告
書
」
と
区
別
さ
れ
た
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(
南
忠
彦
稿
「
商
法
改
正
案
に
よ
る
新
し
い

営
業
報
告
書
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
」
商
事
法
務
、
六
五
二
号
)

な
お
、
営
業
報
告
書
(
広
・
狭
)
の
様
式
お
よ
び
記
載
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
、
種
々
と
む
ず
か
し
い
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
本

稿
で
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
る
の
で
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
現
在
ま
で
の
実
際
の
監
査
役
の
監
査
報
告
が
、
い
か
に
簡
単
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
不
明
瞭
で
あ
っ
た
か
を
実
態
分

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
六
九



「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
七
O

析
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

私
が
調
査
し
た
も
の
で
あ
り
少
し
古
く
は
な
っ
た
が
、
昭
和
四
四
年
・
四
五
年
度
決
算
の
東
京
証
券
取
引
所
第
一
部
市
場
上
場
会
社
の

二
Q
九
社
(
第
一
表
〉
が
、
株
主
に
対
し
て
一
般
に
発
行
し
た
『
営
業
報
告
書
』

(
広
義
〉
を
見
る
と
、
と
れ
ら
の
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
の

末
尾
に
、
監
査
役
が
連
名
で
簡
単
な
監
査
報
告
文
一
一
一
一
日
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
れ
も
が
同
じ
よ
う
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
多

少
の
「
ニ
ュ

l
ア
ン
ス
」
の
差
が
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
う
ち
数
種
を
後
に
掲
げ
て
お
く
が
、
そ
の
前
に
、
こ
の
監
査
役

の
監
査
報
告
文
言
を
、
前
記
二

O
九
社
中
二

O
O社

(
九
社
は
、
監
査
役
の
報
告
記
載
が
ま
っ
た
く
な
い
)
に
つ
い
て
、

ω
前
文
用
語
(
第

二
表
)
。

(2) 

監
査
用
語
(
第
一
二
表
)
、
川

意
見
用
語
(
第
四
表
)
、

ω
終
文
用
語
(
結
語
〉

〈
第
五
表
)

に
分
け
て
検
討
し
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
と
お
り
に
な
る
。

(第一表〕

業種区分 |会社数

1 水 産 2 

2 鉱 業 1 

3 建 設 14 

4 食 料 品

5 織 維

6 ノ~)レフ。 . 紙 3 

7 化 学 工 業 27 

8 石油・石炭製品 3 

9 コ唱p ム 重2 品 1 

10 ガラス・土石製品 8 

11 鉄 鋼 9 

12 非鉄 金 属 7 

13 金属 製 品 1 

14 機 械 16 

15 電気 機 器 26 

16 輸送用機器 15 

17 精密 機 器 3 

18 その他製造 3 

19 商 業 17 

20 金融・保険 8 

21 不 動 産

: I 22 陸 i室

23 海運・ 航空 3 

24 倉 庫 1 

25 通 1 

26 電気・ガス 7 

27 サー ビ

計 1209 
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「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
七

(3) 

意

見

用

立
旧

(第四表)

違相 適 正確適 平 正確適法

な 妥法 ・正

適 当正確量pか適法芋
法

てコ〆「
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法て
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つ
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五〈コ

一 一一五三
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ま相適重長 量せ違
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(4) 

終

文

語
(
結

語

用

(第五表〉

社

認
め
ま
す
。

一
二
九
社

認
証
(
い
た
)
し
ま
す
。

二
七
社

認
め
(
て
)
こ
こ
に
(
ご
)
報
告
(
い
た
)
し
ま
す
。

一
九
社

確
認
(
い
た
)
し
ま
す
。

/¥ 
社

認
め
報
告
(
い
た
)
し
ま
す
。

四
社

証
し
ま
す
。

社

証
明
い
た
し
ま
す
。

二
社

承
認
し
ま
す
。



認
定

でい
あた
りし
ま ま
しす
た。

(合

計
)

(
監
査
役
の
監
査
報
告
文
言
記
載
例
)

(1) 

「
以
上
調
査
の
結
果
、
適
法
正
確
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ま
す
。
」

(2) 

「
以
上
調
査
を
遂
げ
、
適
法
正
確
な
こ
と
を
証
し
ま
す
。
」

(3) 

「
以
上
を
監
査
し
た
結
果
、
適
法
か
つ
正
確
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。
」

(4) 

「
前
記
各
項
を
監
査
し
た
と
こ
ろ
適
法
正
確
で
あ
り
ま
し
た
。
」

(5) 

「
上
記
の
各
項
を
調
査
し
そ
の
適
法
正
確
な
る
こ
と
を
証
明
致
し
ま
す
。
」

(6) 

「
以
上
各
項
検
査
の
結
果
適
法
正
確
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ま
す
。
」

(7) 

「
前
記
各
項
中
会
計
に
関
す
る
書
類
を
調
査
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
適
法
か
つ
正
確
で
あ
る
と
と
を
認
め
ま
す
。
」

(8) 

「
上
記
取
締
役
よ
り
提
出
の
書
類
を
調
査
し
て
、
そ
の
適
法
か
つ
正
確
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
こ
こ
に
報
告
い
た
し
ま
す
。
」

(9) 

「
前
記
諸
計
算
を
精
査
し
、
そ
の
適
法
・
正
確
か
つ
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ま
す
。
」

位。

「
前
記
の
書
類
を
調
査
し
て
そ
の
主
確
で
あ
る
こ
と
を
認
証
し
ま
す
。
L

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
七
三

社
ノ、

社

二
O
O社



「
監
査
役
の
監
査
報
血
口
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
七
四

ー

「
上
記
各
項
調
査
の
上
、
そ
の
王
確
な
こ
と
を
認
定
い
た
し
ま
す
。
」

(ロ)

「
以
上
監
査
の
結
果
、
そ
の
正
確
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ま
す
。
」

。3)
「
上
記
の
監
査
を
遂
げ
、
そ
の
正
確
か
つ
妥
当
な
る
こ
と
を
認
め
こ
こ
に
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。
」

)
 

8
4

・
l
 

(
 

「
以
上
監
査
し
た
と
こ
ろ
相
違
な
く
適
法
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ま
す
。
」

(伍)

「
以
上
の
報
告
書
類
を
審
査
し
ま
し
た
結
果
相
違
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
」

(16) 

「
前
各
号
を
調
査
し
ま
し
た
結
果
相
違
あ
り
ま
せ
ん
己

以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
い
ま
ま
で
の
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
作
成
が
旧
商
法
に
お
い
て
も
規
定
さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ

れ
が
い
か
に
簡
単
で
あ
り
、
株
主
等
に
対
し
て
は
、
ま
こ
と
に
不
親
切
で
あ
っ
た
か
と
と
も
に
、
監
査
役
監
査
が
一
般
社
会
で
も
お
ざ
な

り
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
理
由
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
理
由
に
は
種
々
な
わ
け
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
け

れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
の
重
要
な
理
由
の
一
つ
は
、
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
法
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。〈

=
一
〉

八
改
正
商
法
〉
の
適
用
を
受
け
る
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項

(
中
会
社
の
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
)

今
度
の
商
法
改
正
に
お
い
て
も
、
悶
商
法
と
同
じ
く
監
査
役
が
取
締
役
に
提
出
す
べ
き
監
査
報
告
書
を
、

つ
ぎ
の
二
種
類
と
規
定
し
て

、}〉。
、b

u
-
-
d(1) 

計
算
書
類
に
対
す
る
監
査
報
告
書



(2)' 

附
属
明
細
書
に
対
す
る
監
査
報
告
書

さ
て
、
川
で
あ
る
が
、
こ
の
計
算
書
類
と
し
て
悶
商
法
で
は
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
営
業
報
告
書
、
損
益
計
算
書
、
利
益
処
分

棄
の
五
つ
が
組
定
さ
れ
て
い
た
が
、
〈
改
王
商
法
〉
で
は
、
財
産
目
録
が
廃
止
さ
れ
て
、
左
記
の
と
お
り
四
つ
と
な
っ
た
。

円
第
二
八
一
条
μ

(
計
算
書
績
の
作
成
)

取
締
役
ハ
毎
決
算
期
ニ
左
ノ
書
類
及
其
ノ
附
属
明
細
書
ヲ
作
ル
つ
ト
ヲ
要
ス

1 

貸
借
対
照
衣

2 

損
益
計
算
書

3 

営
業
報
告
書

4 

準
備
金
及
利
益
又
ハ
利
息
ノ
配
当
ニ
闘
ス
ル
議
案

① 

前
項
ノ
書
類
ハ
監
香
川
氏
ノ
監
査
ヲ
受
グ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

つ
ぎ
に
、

ωで
あ
る
が
、
旧
商
法
で
は
、
こ
の
附
属
明
細
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
〔
第
二
九
三
条
ノ
五
〕
で
規
定
さ
れ
て
い
た
が

〈
改
正
膏
法
〉
で
は
削
除
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
監
査
役
の
監
査
報
告
書
に
は
二
種
あ
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
前
者
の
「
計
算
書
類
に
対
す
る
監
査
報
告
書
」
に

つ
い
て
の
み
述
べ
、
後
者
の
「
附
属
明
細
書
に
対
す
る
監
査
報
告
書
」
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
の
で
、
よ
っ
て
以
下
、

「
酢
且

査
報
告
書
し
と
い
う
と
き
は
、
前
者
を
い
う
こ
と
に
す
る
。

円
計
算
書
類
に
対
す
る
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
〕

阻
商
法
で
は
、

前
述
せ
る
よ
う
に
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、

と
く
に
規
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る

監
査
役
の
監
査
報
告
書
閏
の
記
載
事
項
に
フ
い
て
」

四
七
五



「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
七
六

が
、
八
改
正
商
法
〉
で
は
、
左
記
の
よ
う
に
法
定
記
載
事
項
を
新
設
し
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

〔
第
二
人
一
条
ノ
三
〕
(
監
査
役
の
監
査
報
告
書
)

監
査
役
ハ
前
条
ノ
書
類
ヲ
受
領
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
四
週
間
内
ニ
監
査
報
告
書
ヲ
取
締
役
ニ
ニ
提
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

② 

前
項
ノ
監
査
報
告
書
ニ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

1 

監
査
ノ
方
法
ノ
概
要

2 

会
計
帳
簿
ニ
記
載
ス
ペ
キ
事
項
ノ
記
載
ナ
グ
若
ハ
不
実
ノ
記
載
ア
ル
ト
キ
又
ハ
貸
借
対
照
表
若
ハ
損
益
計
算
書
ノ
記
載
ガ
会
計

帳
簿
ノ
記
載
ト
合
致
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旨

3 

貸
借
対
照
表
及
損
益
計
算
書
ガ
法
令
及
定
款
ニ
従
ヒ
会
社
ノ
財
産
及
損
益
ノ
状
況
ヲ
正
シ
ク
示
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

'===' 
日

4 

貸
情
対
照
表
又
ハ
損
益
計
算
書
ガ
法
令
又
ハ
定
款
ニ
違
反
シ
会
社
ノ
財
産
及
損
益
ノ
状
況
ヲ
王
シ
ク
示
サ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
冒
及
事
由

5 

営
業
報
告
書
ノ
内
容
ガ
真
実
ナ
ル
ヤ
否
ヤ

6 

準
備
金
及
利
益
又
ハ
利
息
ノ
配
当
ニ
関
ス
ル
議
案
ガ
法
令
及
定
款
ニ
適
合
ス
ル
ヤ
否
ヤ

7 

準
備
金
及
利
益
又
ハ
利
息
ノ
配
当
ニ
関
ス
ル
議
案
ガ
会
社
財
産
ノ
状
況
其
ノ
他
ノ
事
情
ニ
照
シ
著
シ
ク
不
当
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

'===' 
同

8 

取
締
役
ノ
職
務
遂
行
ニ
関
シ
不
正
ノ
行
為
又
ハ
法
令
若
ハ
定
款
ニ
違
反
ス
ル
重
大
ナ
ル
事
実
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
実

制9

堂
査
ノ
為
必
要
ナ
ル
調
査
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
其
ノ
官
及
理
油



右
記
の
よ
う
に
監
査
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
境
を
法
定
し
た
そ
の
理
由
は
、
旧
商
法
で
は
、
前
述
せ
る
よ
う
に
監
査
の
方
法
ゃ
、
監

査
意
見
等
も
ま
こ
と
に
不
明
瞭
で
株
主
等
に
対
し
て
も
不
親
切
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
法

定
記
載
事
項
が
監
査
役
と
し
て
の
最
低
限
度
の
監
査
す
べ
き
項
目
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
の
み
監
査
役
と
し

て
の
監
査
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り
、
監
査
役
白
身
の
任
務
遂
行
の
明
確
化
と
も
な
り
、
か
つ
ま
た
最
終
的
に
は
監
査
役
と
し
て
の
責
任

解
除
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

Q

前
掲
の
よ
う
に
、
八
改
正
商
法
〉
に
よ
り
「
中
会
社
」
の
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
法
定
記
載
事
項
は
、
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の

第
一
号

九
事
項
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
簡
単
に
い
う
な
ら
ば
、

監
査
の
方
法
の
概
要
の
記
載

第
二
号

第
二
一
号

第
四
号

第
五
号

第
六
号

第
七
号

第
八
号

第
九
号

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

会
計
帳
簿
へ
の
記
載
も
れ
(
脱
漏
)
、
不
実
記
載
の
場
合
、
ま
た
は
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
と
会
計
帳
簿
と
の
不
一
致

の
場
合
に
は
、

「
そ
の
旨
」
の
記
載

貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
が
「
適
法
で
あ
る
旨
」
の
記
載

貸
借
対
照
表
ま
た
は
損
益
計
算
書
が
違
法
で
あ
る
場
合
に
は
、

「
そ
の
旨
」
お
よ
び
「
そ
の
事
由
」
の
記
載

営
業
報
告
書
の
真
実
性
の
記
載

利
益
処
分
案
等
の
適
法
性
の
記
載

利
益
処
分
案
等
が
著
し
く
不
当
な
る
場
合
に
は
、

「
そ
の
旨
L

の
記
載

取
締
役
の
職
務
遂
行
上
の
不
正
行
為
、
ま
た
は
重
大
な
る
違
法
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

「
そ
の
旨
」
の
記
載

監
査
の
為
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

「
そ
の
旨
」
お
よ
び
「
そ
の
理
由
」
の
記
載

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
七
ーヒ



「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
七
八

さ
て
、
こ
れ
ら
九
つ
の
記
載
事
項
を
、
三
つ
の
観
点
よ
り
分
類
し
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
図
の
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

会計歎査に関係ある規定
第二号，第三号 | 
第四号，第六号

(イ) 業務監査に関係ある規定
第八号

会計監査と業務監査との両者に関係ある規定 ! 第一号，第九号

監査方法の概要に関係ある規定 第4 吋 l

(ロ)
第二号より

監査意見の表明に関係ある規定
第八号まで

第一号，第三号
適法意見の監査報告に関係ある規定

第五号，第六号

第一号，第二号

第四号，第五号
十す 違法意見の監査報告に関係ある規定

第六号，第七号

第八号

意見差控えの監査報告に関係ある規定 第一号，第九号



今
後
、
八
改
正
商
法
〉
が
適
用
さ
れ
た
後
、
実
際
に
は
監
査
役
が
作
成
す
る
監
査
報
告
書
の
大
多
数
は
、
適
法
意
見
を
表
明
す
る
監
査

報
告
書
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
前
記
九
項
目
の
す
べ
て
が
、

一
つ
の
監
査
報
告
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

で
は
、
以
下
、
前
記
各
号
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
少
し
詳
細
に
解
説
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
第
一
号
)

「
監
査
ノ
方
法
ノ
概
要
」
の
記
載

本
号
は
、
ま
ず
、
は
じ
め
に
監
査
役
の
行
っ
た
監
査
方
法
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
記
載
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
条
項
で
あ

る
今
回
の
八
改
正
商
法
〉
に
よ
り
監
査
役
の
監
査
範
囲
は
、
会
計
監
査
の
み
な
ら
ず
業
務
監
査
の
両
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
両
監

査
の
範
囲
を
具
体
的
に
示
し
、
ど
の
よ
う
な
監
査
方
法
を
用
い
て
監
査
を
実
施
し
た
か
を
簡
単
に
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
(
第
一
号
)
の
監
査
報
告
書
上
の
記
載
文
言
例
と
し
て
は
、
最
後
に
〔
参
考
〕
と
し
て
掲
げ
た
「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
例
」
川

-
川
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
第
二
号
)

「
会
計
帳
簿
ニ
記
載
ス
ベ
キ
事
項
ノ
記
載
ナ
グ
若
ハ
不
実
ノ
記
載
ア
ル
ト
キ
又
ハ
貸
借
対
照
表
若
ハ
損
益
計
算
書
ノ
記

載
ガ
会
計
帳
簿
ノ
記
載
ト
合
致
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
冒
」
の
記
載

本
号
は
、
会
計
帳
簿
に
記
載
も
れ
が
あ
っ
た
り
、
も
し
く
は
不
実
の
記
載
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
は
決
算
報
告
書
(
貸
借
対
照
表
、
損
益

計
算
書
)
と
会
計
帳
簿
と
の
記
載
の
不
一
致
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

「
そ
の
旨
」
を
記
載
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
条
項
で
あ
る
。

別
言
す
れ
ば
、
本
号
は
、
会
計
監
査
に
関
す
る
意
見
の
表
明
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
会
計
帳
簿
関
係
の
監
査
意
見
と
、
決
算
報
告
書
(
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
)
に
関
す
る
監
査
意
見
と
の
二
つ
の
意
見
報
生
白
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。

な
お
、

会
計
帳
簿
の
記
載
も
れ
、

も
し
く
は
不
実
記
載
の
問
題
お
よ
び
貸
借
対
照
表
と
会
計
帳
簿
と
の
不
一
致
問
題
は
、

〈
改
正
商

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
七
九



「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

沼
入
。

法
〉
の
、
前
者
は
〔
第
三
三
条
第
一
項
〕
と
、
後
者
は
〔
同
条
第
二
項
〕
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
居
林
氏
は
、
川
記
載
も
れ
、
川
不
実
記
載
の
事
例
と
し
て
、
左
記
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

(1) 

記
載
す
べ
き
事
項
の
記
載
が
な
い
事
例

(イ)

棚
卸
資
産
が
一

O
億
円
在
庫
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
う
ち
八
億
円
の
み
J

記
載
し
、
二
億
円
の
棚
卸
資
産
が
簿
外
資
産
と
な
っ
て
い
る

場
合

(ロ)

機
械
装
置
が
経
済
的
に
陳
腐
化
し
て
お
り
、
著
し
く
減
損
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
相
当
な
減
価
償
却
引
当
金
が
計
上
さ
れ
て
い
な

い
場
合

付

長
期
借
入
金
が
二
五
億
円
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
帳
簿
に
全
然
記
載
せ
ず
、
簿
外
負
債
と
し
て
い
る
場
合

全二)

取
引
先
に
対
す
る
未
払
金
が
三

O
億
円
あ
る
の
に
、
会
計
帳
簿
に
全
く
記
載
し
て
い
な
い
場
合

(2) 

不
実
の
記
載
の
事
例

(イ)

実
際
に
資
産
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
棚
卸
資
産
や
固
定
資
産
が
沢
山
あ
る
よ
う
に
会
計
帳
簿
に
記
載
し
て
い
る
(
架
空
資
産
の
計
上
)

場
合

(ロ)

純
資
産
が
一

O
億
円
で
あ
る
の
に
、
四

O
億
円
と
偽
わ
り
、
こ
の
分
を
架
主
資
産
の
計
上
で
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
て
い
る
場
合

付

得
意
先
に
対
す
る
売
掛
金
が
一

C
C億
円
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
三

O
億
円
は
A
取
引
先
の
倒
産
に
よ
り
貸
倒
れ
と
な
っ

て
い
る
に
も
拘
ら
ず
貸
倒
償
却
を
し
て
い
な
い
と
き

ω、
川
の
場
合
に
は
、
表
と
裏
と
の
関
係
で
い
ず
れ
か
一
方
に
該
当
す
れ
ば
監
査
報
告
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
重
要

性
の
原
則
が
常
に
働
く
の
で
、
そ
の
会
社
に
と
っ
て
あ
ま
り
金
額
的
に
重
要
で
な
い
場
合
に
は
監
査
報
告
書
で
指
摘
す
る
必
要
が
な
い
と



述
べ
て
お
ら
れ
る
。
(
註
)

(註〉

居
林
次
雄
著
「
改
正
商
法
詳
解
」
一
三
七
八
頁

A

し
か
し
、
現
実
の
問
題
と
な
る
と
、
と
の
よ
う
な
本
号
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
事
実
を
監
査
役
が
監
査
上
発
見
し
た
場
合
は
、
必
ら
ず

し
も
監
査
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。

一
般
に
は
、
監
査
役
が
こ
の
よ
う
な
事
実
を
発
見
し
た
場
合
は
、
た
だ
ち
に
取
締
役
に
報
告
し
、
取
締
役
は
、
監
杢
役
の
報
告
に
よ
り

会
計
帳
簿
を
修
正
、
ま
た
は
決
算
書
類
(
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
)

の
訂
正
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
結
局
実
際

に
こ
の
よ
う
な
事
実
が
監
査
報
告
書
に
記
載
さ
れ
る
例
は
、
す
な
わ
ち
、
違
法
で
あ
る
と
い
う
意
見
の
監
査
報
告
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
監
査
の
最
終
的
な
結
果
、
こ
の
よ
う
な
違
法
な
事
実
が
な
く
な
っ
た
な
ら
ば
、
監
査
役
と
し
て
は
、
本
号
に
規
定
す
る
よ
う
な
記
載

事
項
を
報
告
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
第
三
号
)

「
貸
借
対
照
表
及
損
益
計
算
書
ガ
法
令
及
定
款
ニ
従
ヒ
会
社
ノ
財
産
及
損
益
ノ
状
、
視
ヲ
正
シ
グ
示
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
旨
」
の
記
載

本
号
は
、
決
算
書
類
(
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
)
が
、
法
令
お
よ
び
定
款
に
し
た
が
っ
て
会
社
財
産
お
よ
び
損
益
の
状
、
泌
を

正
し
く
示
し
て
い
る
場
合
に
は
、

「
そ
の
旨
」
を
記
載
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
条
項
で
あ
る
。

ま
た
本
号
は
、
つ
ぎ
の
(
第
四
号
)
と
と
も
に
、
会
計
監
査
の
監
査
意
見
報
告
と
し
て
の
重
要
な
記
載
事
項
で
あ
り
、

(
第
四
号
)
と

異
な
り
適
法
な
計
算
書
類
で
あ
る
場
合
の
総
合
意
見
報
告
の
記
載
事
項
で
あ
る
。

で
は
、

「
適
法
で
あ
る
か
」
、

「
違
法
で
あ
る
か
」
の
判
断
基
準
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
法
令
と
定
款
で
あ
り
、
法
令
の
、
7
ち
最
も
基
本

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
八



「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
i¥. 

と
な
る
も
の
は
〈
改
正
商
法
〉
で
あ
る
。
ま
た
本
号
は
、
適
法
な
る
も
の
は
、
適
正
で
あ
る
と
の
前
提
の
も
と
に
規
制
さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

ゆ
え
に
、
適
法
で
あ
る
場
合
に
は
、

「
適
法
で
あ
る
旨
」
だ
け
を
記
載
す
る
だ
け
で
も
よ
い
が
、
そ
の
他
こ
の
(
第
三
号
)
の
監
査
報

告
書
よ
の
適
法
で
あ
る
場
合
の
記
載
文
言
例
と
し
て
、
つ
ぎ
に
示
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

(1) 

「
何
々
会
社
の
昭
和
伺
年
何
月
何
日
ま
で
の
第
何
期
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
は
、
法
令
お
よ
び
定
款
に
従

ぃ
、
会
社
の
財
産
お
よ
び
損
益
の
状
況
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
も
の
と
認
め
る
。
」
(
註
)

(
註
)

黒
沢
清
稿
「
監
査
報
告
書
に
つ
い
て
」

「
会
計
」
第
一

O
六
巻
、
第
一
号

(2) 

「
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
は
適
法
か
つ
正
確
で
あ
り
ま
す
。
」
(
註
)

(註〉

居
林
次
雄
一
番
「
前
掲
書
」
一
回
二
頁

(3) 

「
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
は
法
令
及
び
、
定
款
に
従
い
会
社
の
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を

E
確
に
示
し
て
い
る
と
認
め
ま

す
。
」
(
註
)

(
註
)

居
林
次
雄
若
「
品
目
問
書
」
一
一
凶
二
頁

(4) 

「
わ
れ
わ
れ
は
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
が
法
令
及
び
定
款
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
×
×
株
式
会
社
の
昭
和
×
年

×
月
×
日
現
在
の
財
産
状
態
及
び
同
日
を
も
っ
て
終
了
す
る
事
業
年
度
の
経
営
成
績
を
正
し
く
示
し
て
い
る
も
の
と
認
め
る
。
」
(
註
〉

(
註
)

中
瀬
宏
通
一
禍
「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
作
り
方
」

「
会
計
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
第
六
巻
、
第
六
号

そ
の
他
、
本
号
に
関
す
る
監
査
報
告
書
上
の
記
載
文
言
例
は
、
最
後
の
〔
参
考
〕
と
し
て
掲
げ
た
「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
例
」
の
諸

例
を
参
照
さ
れ
た
い
。



(
第
四
号
)

「
貸
借
対
照
表
又
ハ
損
益
計
算
書
ガ
法
令
又
ハ
定
款
ニ
違
反
シ
会
社
ノ
財
産
及
損
益
ノ
状
祝
ヲ
正
シ
ク
一
ポ
サ
ザ
ル
モ
ノ

ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旨
及
事
由
」
の
記
載

本
号
は
、
貸
借
対
照
表
ま
た
は
損
益
計
算
書
が
法
令
ま
た
は
定
款
に
違
反
し
、
会
社
の
財
産
お
よ
び
損
益
の
状
況
を
正
し
く
示
し
て
い

な
い
場
合
に
は
、

「
そ
の
旨
」
お
よ
び
「
そ
の
理
由
」
を
記
載
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
条
項
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
号
は
、
前
述
せ
る
(
第
三
号
)
と
同
ょ
う
会
計
監
査
の
総
合
意
見
の
表
明
で
あ
り
、
重
要
な
記
載
事
項
で
あ
る
が
、
貸

借
対
照
表
ま
た
は
損
益
計
算
書
が
違
法
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
会
社
の
財
産
お
よ
び
損
益
の
状
況
を
不
適
正
に
表
示
し
て
い
る
場
合
の
意

見
報
凡
密
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

(
第
三
号
)

の
適
法
な
場
合
の
意
見
報
告
と
異
な
り
、

「
違
法
で
あ
る
」
の
み
の
記
載
を
す
る
だ
け
で
は
不

充
分
で
あ
り
、

「
そ
の
違
法
な
理
由
」
を
も
併
せ
て
必
ら
ず
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
貸
借
対
照
表
や
損
益
計
算

書
の
ど
の
個
所
に
、
ど
の
よ
う
な
法
令
ま
た
は
定
款
違
反
が
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
会
社
の
財
産
や
損
益
が
、
ど
の
よ
う
に
不
適
E

に
表
示
さ
れ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、

つ
ぎ
に
、
本
号
に
関
係
す
る
違
法
で
あ
る
場
合
の
監
査
報
告
書
上
の
記
載
文
一
一
百
例
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
(
註
)

(1) 

「
貸
借
対
照
表
の
売
掛
金
中
に
は
、
架
空
の
も
の
が
五
五

O
万
円
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
当
期
利
益
は
五
五

O
万
円
だ
け

過
大
に
表
示
さ
れ
て
い
る
。
」

(2) 

「
貸
借
対
照
表
の
棚
卸
資
産
は
時
価
で
評
価
さ
れ
て
お
り
、
原
価
と
の
差
額
×
×
億
円
が
過
大
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
当
期
利
益

は
×
×
億
円
過
大
で
あ
る
。
損
益
計
算
書
の
営
業
外
損
益
に
資
産
評
価
益
×
×
億
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
分
も
同
様
に
商
法
第
二
八

五
条
ノ
こ
に
違
反
し
て
い
る
。
」

(3) 

「
貸
借
対
照
表
の
〈
営
業
権

V
一
C
億
円
は
自
家
創
設
の
も
の
で
貸
借
対
照
表
能
力
が
な
い
。

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
八
三



監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
八
四

ま
た
売
掛
金
一

O
C億
円
の
う
ち
、
取
引
先
の
倒
産
に
よ
り
一
五
億
円
が
取
立
不
能
と
な
っ
た
の
で
控
除
す
る
必
要
が
あ
る
。
よ

っ
て
当
期
利
益
は
二
五
億
円
過
大
に
な
っ
て
い
る
。
」

(4) 

「
会
社
は
翌
期
の
売
上
高
に
計
上
す
べ
き
×
×
千
円
を
当
期
の
売
上
高
に
計
上
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
売
上
原
価
を
差
引

い
た
×
×
千
円
当
期
利
益
を
過
大
に
示
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
が
×
×
株
式
会
社
の
昭
和
×
年
×
月
×
日
現
在
の
財
政
状
態
及
び
同

日
を
も
っ
て
終
了
す
る
事
業
年
度
の
経
営
成
績
を
正
し
く
示
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
」

(
註
)

(1) 

並
木
俊
守
著
「
改
正
商
法
(
案
)
の
逐
条
解
説
」
二
ニ
コ
一
頁

(2) 

(3) 

居
林
次
雄
著
「
前
掲
書
」
一
四
五
頁

(4) 

中
瀬
宏
通
稿
「
前
掲
稿
」

「
会
計
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」

第
六
巻
、
第
六
号

ほ
か
に
、
違
法
な
事
例
と
し
て
、
居
林
氏
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
を
示
さ
れ
て
い
る
。
(
註
)

(イ)

固
定
資
産
の
減
価
償
却
を
行
な
っ
て
い
な
い
と
き

(ロ)

有
価
証
券
に
つ
き
投
資
先
の
会
社
の
財
産
状
況
が
著
し
く
悪
化
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
取
得
価
額
の
ま
ま
据
え
置
い
て
い
ろ
と

骨
己

や守

商
法
上
認
め
ら
れ
な
い
繰
延
勘
定
を
操
延
資
産
と
し
て
計
上
し
て
い
る
と
き

炉)

資
産
の
計
上
洩
れ
(
簿
外
資
産
)
が
あ
る
と
き

(ホ)

架
空
資
産
の
計
上
が
あ
る
と
き



付

架
空
の
売
上
高
が
計
上
さ
れ
て
い
る
と
き

)
 

ト(
 

貸
借
対
照
表
や
損
益
計
算
書
の
表
示
が
計
算
書
類
規
則
に
違
反
し
て
い
る
と
き

ゲ)

会
社
の
定
款
で
当
期
利
益
の
一
定
割
合
を

O
O基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
基
金
を
当
期

利
益
が
計
上
さ
れ
て
い
る
の
に
積
み
立
て
な
い
と
き

(註〉

居
林
次
雄
著
「
前
掲
書
」
一
四
五

i
一
四
六
頁

実
際
問
題
と
し
て
は
、
本
号
は
、

(
第
二
号
)
と
同
じ
く
監
査
役
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、

た
だ
ち
に
取
締
役
に

報
告
し
、
取
締
役
は
計
算
書
類
を
修
正
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
、
り
し
て
、
最
終
的
に
は
監
査
役
が
「
計
算
書
類
が
違
法
で
あ
る
旨
」
を

記
載
事
項
と
す
る
こ
と
は
稀
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

(
第
五
号
)

「
営
業
報
告
書
ノ
内
容
ガ
真
実
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
」
の
記
載

本
号
は
、
営
業
報
告
書
の
内
容
が
真
実
で
あ
る
か
、
ど
う
か
に
つ
い
て
記
載
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
条
項
で
あ
る
。

本
号
で
い
う
営
業
報
告
書
は
、
前
述
の
(
ニ
)
に
お
い
て
述
べ
た
狭
義
の
営
業
報
告
書
、
す
な
わ
ち
商
法
上
の
営
業
報
告
書
を
い
う
の

で
あ
り
、
こ
の
営
業
報
告
書
の
内
容
の
真
実
性
に
つ
い
て
監
査
意
見
を
報
告
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
報
告
は
会
計
監
査
に
関
係
す
る
意
見
報
告
で
は
な
く
、
業
務
監
査
に
関
係
す
る
意
見
報
告
で
あ
る
。

営
業
報
告
書
が
、
真
実
で
あ
る
と
き
は
、
単
に
「
真
実
で
あ
る
。
」
と
の
み
の
記
載
、

例
え
ば
、

監
査
報
告
書
に
『
営
業
報
告
書
の
内

容
は
真
実
で
あ
る
と
認
め
る
。
』
だ
け
で
も
よ
い
の
で
あ
り
、

最
後
に
〔
参
考
〕
と
し
て
掲
げ
て
あ
る

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
例
」
の

諸
例
を
参
照
さ
れ
た
い
。

つ
ぎ
に
、
も
し
営
業
報
告
書
が
不
真
実
で
あ
る
場
合
に
は
、

単
に
「
真
実
で
は
な
い
。
」
と
だ
け
の
記
載
だ
け
で
は
な
く
、

ど
の
個
所

「
監
査
役
の
笠
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
八
五



「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
人
六

が
真
実
で
な
い
の
か
を
指
摘
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

そ
こ
で
営
業
報
告
書
が
真
実
で
な
い
場
合
に
は
、
監
査
報
告
書
上
の
記
載
文
言
例
と
し
て
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
参
考
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
(
註
)

(1) 

「
営
業
報
告
書
に
は
、
架
空
の
新
製
品
開
発
の
記
述
が
あ
り
、
こ
の
点
は
真
実
に
反
す
る
。
」

(2) 

「
営
業
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
売
上
高
、
利
益
の
前
期
比
較
の
伸
び
率
に
は
、
当
社
ば
か
り
で
な
く
子
会
社
及
び
関
係
会
社
の

売
上
高
、
利
益
を
合
め
て
算
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、

「
×
×
株
式
会
社
及
び
関
係
会
社
」
、
あ
る
い
は
「
×
×
株
式
会
社
グ
ル
ー
プ
」
と

σコ
表
現
が
な

(1) ¥、

限
り
真
実
と
は
雪刃
j:fIC¥ 

め
り

れ
な

しー

(
註
)

居
林
次
雄
著
「
前
掲
書
」
一
豆
五
頁

(2) 

中
瀬
宏
通
稿
「
前
掲
稿
」

「
会
計
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」

第
六
巻
、
第
六
号

現
在
は
、
営
業
報
告
書
の
記
載
事
項
(
内
容
、
記
載
方
法
、
記
載
様
式
、
用
語
等
)
に
つ
い
て
は
な
に
も
法
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、

い
か
な
る
事
項
を
記
載
す
る
か
は
ま
っ
た
く
各
会
社
の
随
意
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
般
の
慣
行
に
ま
か
せ
て
お
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
し

か
し
、
将
来
は
営
業
報
告
書
の
最
低
限
の
必
要
記
載
事
項
を
法
定
し
て
、
こ
れ
ら
の
法
定
記
載
事
項
を
記
載
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
監

査
役
は
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
監
査
役
と
し
て
の
監
査
意
見
を
報
告
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

そ
こ
で
監
査
役
の
任
務
と
し
て
は
、
営
業
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
、
真
実
か
、
不
真
実
か
を
調
査
す
る
の
が
監
査

上
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
も
記
載
す
べ
き
事
項
の
脱
漏
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
監
査
役
の
責
任
問
題
と
は
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。



つ
ぎ
に
、
こ
こ
に
門
参
考
〕
と
し
て
、
全
国
株
懇
連
合
会
が
八
案

V
と
し
て
制
定
し
た
「
営
業
報
告
書
」

(
狭
義
)
の
モ
デ
ル
を
一
石
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

(
詮
)

市
忠
彦
稿
「
商
法
改
正
案
に
よ
る
新
し
い
営
業
報
告
書
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
」
商
事
法
務
、
第
六
五
五
号

門参

考〕

営
業
報
告
書

商
法
第
二
八
一
条
心
定
め
る
営
業
報
告
書
は
、
計
算
書
類
の
一
部
と
し
て
当
該
首
業
年
反
中
の
蛍
業
状
況
に
つ
い
て
文
書
安
も
っ
て
す

る
報
告
書
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
の
内
容
は
財
務
諸
表
と
も
関
連
付
け
ら
れ
る
ほ
か
会
社
の
主
要
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
要
領
は
法

令
で
別
段
の
規
定
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
概
ね
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

l 

表

員証

営
業
報
告
書

2 

内

'*' 令

(1) 

営
業
年
度
の
業
績
に
つ
い
て
簡
潔
明
快
に
報
告
す
る
。
例
え
ば
、
各
都
内
の
受
注
、
生
産
、
販
売
等
に
つ
き
数
値
を
あ
げ
、
前

期
と
の
比
較
等
も
加
味
し
璽
点
的
に
記
述
す
る
。

将
来
の
見
通
し
、
会
社
の
経
営
方
針
等
に
つ
い
て
記
述
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ろ
が
、
こ
の
場
合
は
商
法
第
二
八
一
条
ノ
コ
一
に

よ
る
監
査
役
心
監
査
事
項
等
を
勘
案
し
そ
の
記
述
に
留
意
す
ろ
。
(
事
業
報
告
書
(
筆
者
註
)
で
は
記
述
す
る
。
)

(2) 

重
要
資
産
の
取
得
ま
た
は
譲
渡
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
概
要
を
選
択
記
述
す
る
。

(3) 

新
株
発
行
、
技
術
提
携
、
特
異
事
情
の
発
生
等
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
重
要
性
を
勘
案
し
て
適
宜
記
述
す
る
。

「
監
査
役
の
監
査
報
告
昔
の
記
載
事
項
に
フ
い
て
」

四
八
七



「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
八
八

(4) 

報
告
者
は
、
代
表
取
締
役
と
す
る
。

(5) 

報
告
年
月
日

会
社
の
決
算
に
関
す
る
取
締
役
会
開
催
日

(
注
)

1 

こ
の
営
業
報
告
書
は
、
商
法
第
二
八
一
条
に
定
め
る
報
告
書
と
し
て
定
時
株
主
総
会
招
集
運
知
に
同
封
し
て
送
付
(
商
法
第

二
八
三
条
)
す
る
も
の
と
す
る
。

2 

」
の
営
業
報
告
書
は
、
概
ね
A
五
版
二
頁
程
度
が
標
準
と
な
ろ
う
。

3 

現
在
、

一
般
的
に
作
成
さ
れ
て
い
る
首
業
報
告
書
の
内
容
の
う
ち
、
こ
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
な
い
も
の
は
別
の
事
業
報
告

書
に
記
載
さ
れ
る
。

〈
筆
者
註
〉

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
事
業
報
告
書
」
は
、
前
述
の
「
広
義
の
営
業
報
告
書
」
で
あ
る
。

(
第
六
号
)

「
準
備
金
及
利
益
又
ハ
利
息
ノ
配
当
ニ
関
ス
ル
議
案
ガ
法
令
及
定
款
ニ
適
合
ス
ル
ヤ
否
ヤ
」
の
記
載

本
号
は
、
利
益
処
分
案
等
(
準
備
金
お
よ
び
利
益
ま
た
は
利
息
の
配
当
に
関
す
る
議
案
)
が
、
法
令
お
よ
び
定
款
に
適
法
で
あ
る
か
、

ど
う
か
に
つ
い
て
記
載
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
条
項
で
あ
る
。

簡
単
に
い
え
ば
、
利
益
処
分
案
等
の
適
法
性
に
関
す
る
監
査
意
見
の
報
告
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
か
っ
こ
の
意
見
報
告
は
毎
期
必
要

記
載
事
項
で
あ
る
。

ま
た
「
適
法
で
あ
る
」
場
合
に
は
、
単
に
「
適
法
で
あ
る
」
ま
た
は
「
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
」
と
だ
け
記
載
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
適
法
で
あ
る
場
合
の
、
監
査
報
告
書
上
の
記
載
文
言
例
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
〔
参
考
〕
と
し
て
掲
げ
て
あ
る
「
監
査

役
の
監
査
報
告
書
例
」
の
諸
例
を
参
照
さ
れ
た
い
。

つ
ぎ
に
、
も
し
違
法
で
あ
る
場
合
に
は
、
単
に
「
違
反
し
て
い
る
」
と
い
う
報
告
だ
け
で
は
な
く
、
違
反
し
て
い
る
内
容
を
具
体
的
に



明
確

ι記
載
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
。

さ
て
、
本
号
は
)
「
準
備
金
一
及
利
益
又
ハ
利
息
ノ
配
当
ニ
関
ス
ル
議
案
」
と
規
定
き
れ
て
は
い
る
が
、
単
に
、
利
益
準
備
金
(
遣
法
締
)

「

司

会

J

リ

、

「

同

法

J

と
、
利
益
の
配
当
{
劉
二
九
O
知
~
、
ま
た
は
不
息
の
配
当
(
第
二
九
一
条
町
与
の
法
令
に
関
係
す
る
部
分
に
限
ら
ず
、
定
款
等
に
規
定
さ
れ
て

い
る
任
意
準
備
金
、
役
員
賞
与
金
、
繰
越
利
益
金
そ
の
他
を
含
め
て
、
実
際
に
作
成
さ
れ
る
利
益
処
分
案
等
の
内
容
の
す
べ
て
に
つ
い
て

適
法
位
に
閲
す
る
意
見
報
告
を
記
載
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
。

(1) 

そ
こ
で
、
本
号
に
関
係
す
る
よ
う
な
違
法
な
と
き
の
監
査
報
告
書
の
記
載
文
言
例
と
し
て
、
つ
ぎ
の
例
を
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
(
註
)

「
準
備
金
お
よ
び
利
益
配
当
に
関
す
る
議
案
は
法
令
(
ま
た
は
定
款
)
に
違
反
す
る
も
の
と
認
め
る
よ

(2) 

「
配
当
議
案
は
、
商
法
第
二
九

O
条
第
一
項
の
配
当
可
能
利
益
を
超
過
し
違
法
で
あ
る
。
」

(4) 

「
準
備
金
及
び
利
益
配
当
に
閲
す
る
議
案
は
、
利
益
配
当
に
関
す
る
商
法
第
二
九

O
条
第
一
項
に
違
反
す
る
も
の
と
認
め
る
。
」

「
準
備
金
及
び
利
益
配
当
に
関
す
る
議
案
中
、
退
職
準
備
金
を
取
崩
す
の
は
定
款
に
違
反
す
る
。
」

(3) 

公
民
)

(1 ) 

(3) 

(4) 

並
木
俊
守
著
ハ
前
掲
皇
官
)
一
三
四
五
頁

(2) 

居
林
次
雄
著
(
前
掲
書
)
一
五
五
一
良

し
か
し
な
が
ら
、
本
号
の
規
定
に
よ
る
利
益
処
分
案
等
の
違
法
な
場
合
の
監
査
報
告
書
が
、
実
際
に
作
成
さ
れ
る
こ
と
は
、
前
述
せ
る

(
第
二
号
)
、
(
第
四
号
)
と
同
よ
う
な
理
由
に
よ
り
あ
ま
り
報
告
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
。

(
第
七
号
)

「
準
信
金
及
利
益
又
ハ
利
息
ノ
配
当
ニ
閣
ス
ル
議
案
が
会
社
財
産
ノ
状
況
其
ノ
他
ノ
事
情
ニ
照
シ
著
シ
ク
不
当
ナ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
旨
L

の
記
載

本
号
は
、
利
益
処
分
案
等
が
会
祉
の
財
産
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
照
し
て
著
し
く
不
当
な
る
場
合
に
は
、

「
そ
の
旨
」
を
記
載
し
な

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
八
九



「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
九
O

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
条
項
で
あ
り
、
簡
単
に
弓
=

る
規
定
で
あ
る
。

(
第
六
号
)
が
、
利
益
処
分
案
等
の
会
計
監
査
上
の
適
法
性
に
つ
い
て
の
監
査
意
見
報
告
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
号

は
、
利
益
処
分
案
等
の
業
務
監
査
上
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
監
査
意
見
の
報
告
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
妥
当
性
」
安
判
断
す
る
基
準
が
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
適
法
性
の
判
断
基
準
と
異
な
っ
て
明
確
で
は
な
い
の
で
「
著

一
体
い
か
な
る
場
合
か
、
こ
れ
を
決
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
か
し
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
「
著
し
く
不
当
」
で
あ

る
か
、
ど
う
か
を
決
定
す
る
尺
度
と
し
て
は
、
監
査
役
が
、
利
益
処
分
案
等
の
内
容
が
、
会
社
の
財
産
の
状
況
(
お
も
に
資
金
繰
り
、
資

し
く
不
当
」
と
は
、

産
の
流
動
性
、
そ
の
他
)
、
そ
の
他
の
事
情
(
経
済
情
勢
、
同
業
界
の
動
向
、
将
来
の
景
気
動
向
、
そ
の
他
)
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
、
監
査
役
が
利
益
処
分
案
等
が
妥
当
で
な
い
と
監
査
意
見
を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
「
著

し
く
不
当
」
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

本
号
の
監
査
報
告
書
上
の
記
載
文
言
例
と
し
て
は
、

つ
ぎ
の
例
が
参
考
と
な
ろ
う
。

「
配
当
議
案
は
、
会
社
を
支
払
い
不
能
に
陥
れ
る
の
で
著
し
く
不
当
で
あ
る
。
」
ハ
註
)

(註〉

居
林
次
雄
著
(
前
掲
査
一
回
)
一
五
五
頁

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
、
本
号
に
関
す
る
よ
う
な
意
見
が
表
明
さ
れ
る
こ
と
は
、
前
述
せ
る
条
項
、
第
二
号
、
第
四
号
と
同
よ
う
に

あ
ま
り
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

(
第
八
号
)

「
取
締
役
ノ
職
務
遂
行
ニ
関
シ
不
正
ノ
行
為
又
ハ
法
令
若
ハ
定
款
ニ
違
反
ス
ル
重
大
ナ
ル
事
実
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事

実
」
の
記
載



本
号
は
、
取
締
役
の
職
務
遂
行
に
関
し
て
不
正
行
為
、
ま
た
は
法
令
も
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
重
大
な
る
事
実
が
あ
っ
た
場
合
に
は

そ
の
事
実
を
記
載
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
条
項
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
監
査
役
が
業
務
監
査
を
行
っ
た
結
果
の
監
査
意
見
の
報
告
規
定
で

あ
る
。す

な
わ
ち
、
取
締
役
の
職
務
遂
行
に
関
し
て
、
川
不
正
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、
同
違
法
行
為
が
あ
っ
た
場
合
の
監
査
役
の
監
査
意
見
の

報
告
規
定
で
あ
り
、
川
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
川
に
つ
い
て
は
、
重
大
な
る
違
法
行
為
が

あ
っ
た
場
合
だ
け
報
告
し
、
重
要
度
の
低
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

川
の
場
合
で
あ
る
取
締
役
の
違
法
行
為
の
事
例
と
し
て
、
居
林
氏
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
場
合
を
示
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
(
註
)

(イ)

会
社
の
定
款
の
目
的
外
の
行
為
を
し
て
会
社
に
損
害
を
与
え
た
と
き

(ロ)

自
己
株
式
に
つ
き
、
商
法
の
禁
止
規
定
を
破
っ
て
、
多
額
の
自
己
株
式
を
会
社
が
保
有
し
て
い
る
と
き

やす

自
己
株
式
の
株
価
操
作
に
よ
っ
て
取
締
役
が
利
得
し
た
と
き

同

新
株
の
発
行
に
あ
た
り
、
第
三
者
に
市
場
価
額
よ
り
も
と
く
に
有
利
な
価
額
で
新
株
引
受
権
を
割
り
当
て
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
に
つ
き
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
得
て
い
な
か
っ
た
と
き

体)

取
締
役
が
刑
事
罰
を
受
け
懲
役
に
処
せ
ら
れ
、
当
営
業
年
度
中
一
日
も
会
社
に
出
勤
で
き
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
額
な
報

酬
を
得
て
い
る
と
き

(
註
)

居
林
次
雄
著
(
前
掲
書
)
一
五
六
頁

も
し
、
監
査
役
が
こ
の
よ
う
な
事
例
の
と
き
監
査
報
告
書
に
お
い
て
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
多
く
は
、
商
法
第
二
一

O
条

違
反
、
第
二
六
四
条
違
反
、
第
二
六
五
条
違
反
で
あ
ろ
う
。

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
九



「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
九

本
号
に
関
係
す
る
場
合
の
監
査
報
告
書
上
の
記
載
文
言
例
と
し
は
、
つ
ぎ
が
あ
る
。
(
註
)

「
取
締
役
A
は
会
社
と
の
営
業
避
止
義
務
に
違
反
し
て
、
当
社
と
競
業
関
係
に
あ
る
×
×
製
品
の
製
造
会
社
を
設
立
し
、
こ
の
製
造
会

社
に
お
い
て
当
社
の
特
許
を
無
断
で
使
用
し
、
以
て
当
社
に
ム
億
円
の
損
害
を
与
え
た
。
」

(
註
)

居
林
次
雄
著
「
前
掲
書
」
一
五
七
頁

し
か
し
な
が
ら
、
本
号
も
、
現
実
に
監
査
役
が
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
あ
ま
り
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

(
第
九
号
)

「
監
査
ノ
為
必
要
ナ
ル
調
査
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
其
ノ
旨
及
理
由
」
の
記
載

本
号
は
、
監
査
役
が
監
査
(
会
計
監
査
お
よ
び
業
務
監
査
)
を
行
う
た
め
に
必
要
な
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

「
そ
の
旨
」
お
よ
び
「
そ
の
理
由
」
を
記
載
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
条
項
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
監
査
に
関
す
る
意
見
差
控
え

報
告
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
号
、
す
な
わ
ち
、
意
見
差
控
え
監
査
報
告
書
は
、
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
、
(
第
二
号
)
か
ら
、
(
第
八
号
)
ま
で
の
記
載
事
項
を
、

監
査
役
と
し
て
監
査
意
見
を
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
監
査
手
続
が
実
施
で
き
な
い
ケ
l
ス
と
し
て
、
居
林
氏
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
、
例
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
引
用
さ
せ
て
い
た
だ

く
。
〈
註
)

(イ)

取
締
役
が
監
査
役
や
会
計
監
査
人
の
監
査
に
協
力
し
な
い
と
き

(ロ)

取
締
役
は
協
力
的
で
あ
る
が
、
会
社
の
会
計
帳
簿
や
財
務
諸
表
が
充
分
に
完
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
監
査
手
続
の
進
め
よ
う
が
な
い
と

会』

十守

会
社
の
内
部
統
制
組
織
が
完
備
し
て
お
ら
ず
、
結
局
、
株
主
総
会
開
催
時
点
ま
で
に
堂
査
を
完
了
で
き
な
か
っ
た
と
き



(=.) 

会
社
に
犯
罪
行
為
が
あ
っ
て
、
検
察
当
局
に
諸
帳
簿
を
押
収
さ
れ
て
監
査
手
続
を
充
分
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

(村

地
震
、
火
事
、
爆
発
な
ど
に
よ
っ
て
会
社
の
帳
簿
類
が
一
部
又
は
全
部
滅
失
し
て
、
監
査
手
続
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

(
註
)

居
林
次
雄
著
「
前
掲
書
」
一
三
六
頁

最
後
に
、
本
号
に
関
係
す
る
場
合
の
意
見
差
控
え
監
査
報
告
書
上
の
記
載
文
言
例
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
(
註
)

(1) 

「
昭
和

O
年

O
月
O
日
か
ら
同
年

O
月
O
日
迄
の
聞
に
聞
か
れ
た
取
締
役
会
に
つ
い
て
は
、
会
社
よ
り
招
集
通
知
が
到
達
し
な
か
っ

た
た
め
、
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
」

(2) 

「
O
O工
場
の
会
計
帳
簿
お
よ
び
書
類
を
閲
覧
し
よ
う
と
し
た
が
、
地
方
検
察
庁
に
押
収
さ
れ
て
い
て
閲
覧
で
き
な
か
っ
た
。
」

(3) 

「
当
社
は

O
O台
風
の
水
害
に
よ
っ
て
、
本
社
の
会
計
証
患
を
全
部
設
損
さ
れ
た
た
め
、
監
査
手
続
は
工
場
部
門
に
つ
い
て
実
施
す

る
に
と
ど
ま
り
、
監
査
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
己

(4) 

「
当
社
の
会
計
帳
簿
類
は
、
独
占
禁
止
法
違
反
の
嫌
疑
に
よ
り
公
正
取
引
委
員
会
な
ら
び
に
検
察
当
局
に
大
半
が
押
収
さ
れ
て
お
り

監
査
手
続
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
L

(
註
)

(1) 

(2) 

並
木
俊
守
著
「
前
掲
室
田
」
二
二
七
|
一
三
八
頁

(3) 

(4) 

居
林
次
雄
著
「
前
掲
書
」
一
三
七
頁

(

四

)

八
特
例
法
〉
の
適
用
を
受
け
る
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項

つ
ぎ
に
、
八
特
例
法
〉
の
適
用
を
受
け
る
大
会
社
、
お
よ
び
小
会
社
の
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る

」
と
に
す
る
。「

監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
.
つ
い
て
」

四
九
三



「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
九
四

(1) 

大
会
社
の
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項

大
会
社
の
場
合
、

監
査
役
の
監
査
報
告
書
は
、

商
法
改
正
に
よ
り
、
〈
特
例
法

V
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

言
一
)
で
述
べ
た
〈
改
正
商
法

V
の
適
用
を
受
け
る
中
会
社
の
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
と
は
若
干
異
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
大
会
社
で
は
、
会
計
監
査
に
は
、
会
計
監
査
の
専
門
家
で
あ
る
会
計
監
査
人
(
公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
法
人
)
が
選
任
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
ず
、
会
計
監
査
人
が
監
査
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
の
報
告
書
が
取
締
役
お
よ
び
監
斎
役
に
提
出
さ
れ
、
し
か

る
後
監
査
役
が
、
監
査
役
自
身
と
し
て
監
査
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
大
会
社
の
場
合
に
は
、

ω、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
「
会
計
監
査
人
の
監
査
報
告
書
」
と
、
倒
、

監
査
役
の
監
査
報
告
書
と
の
二
種
類
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
に
な
る
。

(A) 

会
計
監
査
人
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項

八
特
例
法
〉
・
第
一
一
一
一
条
・
第
二
項

前
項
の
監
査
報
告
書
に
は
、
商
法
第
二
八
一
条
ノ
三
・
第
一
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
記
条
項
の
よ
う
に
、

「
会
計
監
査
人
の
監
査
報
告
書
」
の
必
要
的
記
載
事
項
を
法
定
し
て
い
る
。
こ
れ
を
み
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
よ
う

e

』、

(
三
)
で
述
べ
た
八
改
正
商
法
〉
第
二
八
一
条
ノ
コ
了
第
二
項
の
第
五
号
、
第
七
号
、
第
八
号
の
業
務
監
査
に
関
係
す
る
規
定
が
、

こ
の
「
会
計
堂
査
人
の
監
査
報
告
書
」
か
ら
、
す
な
わ
ち
濫
査
対
象
か
ら
幣
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。



つ
ぎ
に
、
会
計
監
査
人
が
適
法
正
確
で
あ
る
と
監
査
意
見
を
表
明
す
る
場
合
の
、

「
会
計
監
査
人
の
監
査
報
告
書
」
例
を
示
さ
せ
て
い

た
だ
く
。
(
註
)

(
註
)

居
林
次
雄
著
「
前
掲
書
」
二
八
七

l
二
八
八
頁

B
 
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項

〈
特
例
法

V
・
第
一
四
条
・
第
二
項

前
項
の
監
査
報
告
書
に
は
、
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
又
は
結
果
を
相
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
理
由
並
び
に
自
己
の
監
査
の
方
法
の
概

要
又
は
結
果

会
計
以
外
の
業
務
の
監
査
の
方
法
の
概
要

商
法
第
二
八
一
条
ノ
三
・
第
二
項
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
日
す
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

大
会
社
の
場
合
、
監
査
役
の
監
査
範
囲
は
、
さ
き
に
、

(
三
)
の
「
中
会
社
」
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
と
同
ょ
う
会
計
監
査
と
業
務
監
査

と
の
両
者
で
あ
る
が
、

会
計
監
査
に
つ
い
て
は
、

ωに
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、

会
計
監
査
の
専
門
家
で
あ
る
会
計
監
査
人
に
ま
か
せ

て
、
監
査
意
見
を
報
告
し
な
い
で
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
無
条
件
に
、

「
会
計
監
査
人
の
監
査
報
告
書
」
を
是
認
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
会
計
監
査
人
の
監
査
方
法
、
ま
た
は
結
果
が
「
相
当
で
な
い
」
と
認
め
た
と
き
は
、

「
そ
の

旨
」
お
よ
び
「
そ
の
理
由
」
、
さ
ら
に
監
査
役
自
身
が
実
際
に
行
っ
た
監
査
の
方
法
の
概
要
、
ま
た
は
結
果
を
監
査
報
告
書
に
記
載
し
な

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
一
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
九
五



監査報告書

xxxx株式会社

代表取締役社長 0000殿

公認会計士ムムムム印

(監査法人 xxxxx) 
関与社員 xxxx印

私は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第2条に基

づく監査証明を行なうため， xxxx株式会社の昭和49年4月1日から昭

和 50年3月31日までの第×期事業年度の貸借対照表，損益計算書ならび

に利益処分案について監査を行なった。

1 監査方法の概要

この監査に当って，私は，一般に認められた監査基準に準拠して，通常

実施すべき監査手続および私が必要と認めたその他の監査手続を実施し

た。

2 総合意見

監査の結果，貸借対照表および損益計算書が法令および定款に従い会社

の財産および損益の状況を正しく示しているものと認める。

3 利益処分案

準備金および利益の配当に関する議案は法令および定款に適合している

ものと認める。

4 利害関係

当社と私との間には利害関係はなi¥0 

昭和50年 5月25日

以上

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
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記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
九
六



け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
本
条
第
二
一
項
第
二
号
お
よ
び
第
三
号
に
お
い
て
は
、
監
査
役
の
監
査
す
べ
き
事
項
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ゆ

A 
~ 

計
以
外
の
業
務
監
査
の
方
法
の
概
要
、
制

営
業
報
告
書
の
真
実
性
(
第
五
号
)
、
川
門

利
益
処
分
案
等
の
適
法
性
(
第
六
号
)
、
こ
れ

ら
三
事
項
に
つ
い
て
の
監
査
意
見
は
必
要
記
載
事
項
で
あ
り
、
さ
ら
に
場
合
に
よ
っ
て
は
、

M
W

取
締
役
の
職
務
遂
行
に
不
正
行
為
ま
た
は
重
大
な
る
違
法
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、

利
益
処
分
案
等
が
「
著
し
く
不
当
」
で

あ
っ
た
場
合
(
第
七
号
〉
、
仙
W

「
そ
の
旨
」
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
第
八
号
)
等
で
あ
る
。

そ
こ
で
大
会
社
の
場
合
に
は
、
監
査
役
が
、
会
計
監
査
人
の
監
査
意
見
と
一
致
す
る
場
合
な
ら
ば
、
特
に
監
査
役
自
身
の
会
計
監
査
意

見
を
報
告
し
な
く
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
述
し
た
が
、
監
賓
役
自
身
で
会
計
監
査
を
自
ら
行
な
う
よ
り
も
専
門
家
で
あ
る
会

計
監
査
人
に
ま
か
せ
、
そ
の
結
果
の
報
色
白
で
あ
る
監
査
報
告
書
を
信
用
し
て
、
監
査
役
は
そ
れ
を
確
か
め
る
程
度
に
し
て
、
会
計
監
査
に

関
す
る
監
査
意
見
は
省
略
し
て
、
業
務
監
査
に
つ
い
て
の
み
監
査
報
告
を
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

大
会
社
に
お
け
る
監
査
役
の
監
査
報
告
書
上
の
記
載
文
言
例
と
し
て
は
、
最
後
に
〔
参
考
〕
と
し
て
掲
げ
た
「
監
査
役
の
監
査
報
告
書

例」

ω・
川
刊
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(2) 

小
会
社
の
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項

〈
特
例
法
〉
・

「
第
二
二
条
」
に
お
い
て
、

「
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
の
監
査
役
は
、
取
締
役
が
株
主
総
会
に
提
出
し

ょ
う
と
す
る
会
計
に
関
す
る
書
類
を
調
査
し
、
株
主
総
会
に
そ
の
意
見
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ

う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
小
会
社
」
の
監
査
役
の
監
査
範
囲
は
、
会
計
監
査
の
み
で
業
務
監
査
は
含
ま
な
い
の
で
あ
り
、
旧
商
法
に
お
け
る
規

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
飾
項
に
つ
い
て
」
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「
監
査
役
の
笠
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

四
九
八

定
と
同
ょ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
小
会
社
の
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
、
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
〈
特
例
法
〉
に
お
い
て
は
、
何
も
規
定
さ
れ
ず
、
前
述
せ
る

(
=
一
)
の
〈
改
正
商
法
〉
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
(
第
二
八
一
条
ノ
コ
了
第
二
噴
)
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
規

棋
の
実
情
に
そ
く
し
た
規
制
で
あ
り
、
ゆ
え
に
現
行
の
監
査
役
の
監
査
報
告
文
言
の
よ
う
に
簡
単
で
も
よ
い
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
ま
こ
と
に
大
会
社
お
よ
び
小
会
社
に
つ
い
て
は
簡
単
で
あ
っ
た
が
、
紙
幅
の
関
係
上
詳
細
は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

r、
参

考〕

昭
和
四
八
年
九
月
二

O
日
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日
本
内
部
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協
会
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役
監
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(
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針
)
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日
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「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

監査報告書の例示(資本金1億円超の会社で，会計士監査をうけ

ないもの〉

監査報告書

00株式会社株主 殿

昭和年月日

駐査役 000印

監査役 000印

1 監査の方法の概要

われわれは， 00株式会社の昭和00年00月008から昭和00年0

0月00日までの第O期事業年度の会計帳簿，貸借対照表，損益計算書，

営業報告書および利益処分案，並びに会計以外の諸業務について監査し

。
た

四
九
九

この監査に当りわれわれは，監査役として通常実施すべき監変手続およ

びその他の必要と認めた監査手続を実施した。

2 監査意見

(1) 貸借対照表および損益計算書は，法令およひ.定款に従って会社の財

度および損益の状況を正しく示していると認める。

(2) 営業報告書の内容は真実であると認める。

(3) 利益金処分案は，法令および定款に適合していると認める。



(2) 

監査報告書の例示(会計土監査適用会社〕

監査報告書

一監「

査役

(J) 
匪血白

査報告

書
。〉

昭和 年 月 日 載記事

監査役 000印
項

つ
監査役 000印 L、

て
し一

00株式会社株主 殿

われわれは， 00株式会社の昭和00年00月00日から昭和00年0

0月00臼までの第O期事業年度の会計および会計以外の諸業務を監査し

た。この笠査に当りわれわれは，監査役として通常実施すべき監査手続を

実施し，会計監査人の方法および結果についても十分に検討した。

監査の結果， (1) 会計監査人の監査の方法お土び結果は相当であり，ま

た， (2) 営業報告書の内容は真実であると認める。

五
0
0



(3) 

監査役の監査報告書例

(資本金1億円超の株式会社で<特例法> の適用を受けない会社〉
「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」

監査報告書

われわれ監査役は，昭和xx年×月 X臼から昭和xx年×月×日までの

第xx期営業年度における会計および会計以外の業務の監査を行し、，次の

とわり報告する。

1 監査の方法の概要

(1) 会計監査のため，帳簿・書類を閲覧し，計算書類につき慎重に検討

を加え，必要と思われる実査・立会・照合・取締役からの報告聴取そ

の他の合理的方法をもちいて調査した。

(2) 会計以外の業務執行を監査するため，取締役会およびその他の会議

に出席し，取締役から営業の報告を求め，決裁書類を閲覧し，その他

の必要と思われる方法を用いて調査した。

2 監査意見

(1) 貸借対照表および損益計算書は，女計帳簿の記載と合致し，法令お

よび定款にしたがって会社の財産および損益の状況を正しく示してい

ると言忍める。

(2) 営業報告書の内容は真実であると認める。

(3) 準備金および利益の配当に関する議案は法令および定款に適合し，

かつ妥当である。

(4) 取締役の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違
五
01  反する重大な事実はない。

昭和xx年X月×日

監査役 0000印

監査役 0000印



(4) 

監査役の監査報告書例

(資本金5億円以上の株式会社で<特例法> の適用を受ける会社〉

監 査 報 告 書

われわれ監査役は， ，昭和xx年×月×日から昭和xx年×月×日までの

第xx期蛍業年度における会計および会計以外の業務の監査を行い，次の

とおり報告する。

l 会計に関する監査

会計監査人00会計事務所(または公認会計士0000氏)の監査

の方法および結果は相当であると認める。

2 会計以外の業務の監査

(1) 会計以外の業務執行を監査するため，取締役会およびその他の会

議に出席し，取締役から営業の報告を求め，決裁書類を閲覧し，そ

の他必要と思われる方法をもちいて調査した。

(2) 営業報告書の内容は真実であると認める。

(3) 準備金および利益の配当に関する議案は会社の財産の状況その他

の事情に照らし妥当でーある。

(4) 取締役の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に

違反する重大な事実はない。

監査役 0000印

監査役 0000印

「
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
」




